
令 和 ７ 年
５月２日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
訓
令

山
口
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

保
安
林
予
定
森
林
（
周
南
市
）
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
政
治
団
体
の
名
称
等

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

訓

令

山
口
県
訓
令
第
九
号

庁

中

一

般

山
口
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
官
報
報
告
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
官
報
報
告
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
訓
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
官
報
及
び
法
令
全
書
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
二
十
四
年
総
理
府
令
、
大
蔵
省
令
第

一
号
）
第
一
条
」
を
「
官
報
の
発
行
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
五
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
三
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
五
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
五
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
五
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

周
南
市
巣
山
字
向
ケ
迫
一
二
三
一
八
、
一
二
三
一
九
、
一
二
三
二
二
、
一
二
三
二
三
、
一
二
三
二

五
、
一
二
三
二
七
、
一
二
三
二
八
、
一
二
三
三
一
の
一
、
一
二
三
三
一
の
二
、
一
二
三
三
二
の
一
、

一
二
三
三
三
の
一
、
一
二
三
三
三
の
二
、
字
向
ケ
佐
古
一
二
三
二
〇
、
一
二
三
二
一
、
一
二
三
二

四
、
一
二
三
二
六
、
一
二
三
二
九
、
一
二
三
三
〇

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

周
南
市
巣
山
字
向
ケ
迫
一
二
三
一
八
・
一
二
三
一
九
・
一
二
三
二
二
・
一
二
三
二
五
・
一
二

三
二
七
・
一
二
三
三
一
の
一
・
一
二
三
三
一
の
二
・
一
二
三
三
三
の
一
・
一
二
三
三
三
の
二
・

字
向
ケ
佐
古
一
二
三
二
〇
・
一
二
三
二
一
・
一
二
三
二
四
・
一
二
三
二
六
・
一
二
三
二
九
・
一

二
三
三
〇
（
以
上
一
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
周
南
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
周
南
市
産
業
振
興
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

山 口 県 報 （定期） 第 601 号令和７年５月２日 金曜日














目

次
















選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
七
年
四
月
一
日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
、
又
は
支
出
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
五
月
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

と
く
ら
た
か
こ
後
援
会

炭
村
信
義

西
村
正
広

周
南
市
梅
園
町
２
丁
目
31

中
丸
和
則
後
援
会

中
丸
和
則

中
丸
和
則

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀
2615

原
田
洋
平
後
援
会

原
田
洋
平

原
田
良
秋

周
南
市
本
町
２
丁
目
14

山
本
ち
え
こ
後
援
会

福
田
浩
三

山
本
千
栄
子

下
関
市
貴
船
町
４
丁
目
１
番
26号

令
和
七
年
五
月
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
五
月
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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